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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

第３四半期累計期間
第21期

第３四半期累計期間
第20期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 1,540,257 1,752,848 2,102,253

経常利益 （千円） 79,286 73,866 114,830

四半期（当期）純利益 （千円） 51,361 48,714 99,468

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） - - -

資本金 （千円） 324,774 324,854 324,854

発行済株式総数 （株） 4,791,000 4,791,600 4,791,600

純資産額 （千円） 1,846,294 1,890,354 1,841,640

総資産額 （千円） 2,297,488 2,289,963 2,292,093

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 10.74 10.50 20.91

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 10.52 10.29 20.45

１株当たり配当額 （円） - - -

自己資本比率 （％） 79.0 81.2 79.0

 

回次
第20期

第３四半期会計期間
第21期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 1.83 1.23

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等については記

載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法非適用関連会社がありますが、損益及び利益剰余金そ
の他の項目からみて重要性が乏しいため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か
ら適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当
該会計基準等を適用した後の指標等になっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載され

た「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か
ら適用しており、従来の会計処理と比較して、当第３四半期累計期間の売上高が5,519千円、売上原価が5,519千円そ
れぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
　詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。
 

（1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、2021年９月末の緊急事態宣言の解除後、経済活動の制限が緩和さ

れたことで、国内生産や消費は持ち直しの動きが見られ、製造業及び非製造業ともに企業の景況感は改善してきて

おります。しかしながら、変異株をはじめ新型コロナウイルス感染症による活動制限や外出自粛による経済停滞の

マイナス影響や供給面での制約、原材料価格の高騰によるリスクなど、今後も経済動向を注視する必要がありま

す。

 

当社を取り巻く国内クラウド型コールセンター市場におきましては、近年、多くのコールセンター運営企業等に

おいて、システムを自社構築するオンプレミス型からクラウド型へ移行するケースが加速しております。また、最

近では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う官公庁や自治体等の公共関連のコールセンターの大型案件等が増

加していることに加えて、非接触コミュニケーション手段としてコールセンターシステムの需要も拡大しておりま

す。「顧客体験」（カスタマーエクスペリエンス、CX)の向上を目指す企業が増加している環境下において、企業

は、顧客との重要なタッチポイントとしてコールセンターへの期待を高めており、コールセンターの役割がコスト

削減（コストセンター）から、収益を生みだすための（プロフィットセンター）へ本格的に移行する過渡期に入っ

たとの見方も強まっています。さらに、３密回避や事業継続計画（BCP）等の観点から、在宅コールセンターの構

築ニーズも高まっているほか、SNSの普及に伴うチャットやLINE等の多様なチャネルでの問い合わせ対応も急務と

なっております。

このような環境のもと、当社は、前事業年度より、中期経営計画（2021年３月期～2023年３月期）に基づく次世

代コールセンターシステムに関する知的システムの開発に取り組み、人材育成や開発力強化等を含めた先行的な開

発投資を進めております。

 

当第３四半期累計期間におきましては、引き続きオンプレミス型からクラウド型への移行提案に注力し、主力

サービスである「@nyplace（エニプレイス）」及び「COLLABOS PHONE（コラボスフォン）」を中心に拡販に努めて

まいりました。具体的には、オンラインセミナーやWeb施策、協業パートナー施策等の推進、また、新型コロナウ

イルス感染予防ワクチン接種コールセンターのスポット公共案件や在宅コールセンター案件等、新規案件の獲得に

注力するとともに、既存顧客に対しては、定期的なヒアリング訪問やアンケート調査、システムバージョンアップ

等のリテンション活動やクロスセル、アップセルによる販売促進に注力してまいりました。

2021年６月には、株式会社テリロジーとプレミアムパートナー契約を締結し、イスラエルTechSee Augmented

Vision Ltd.の AR（拡張現実）と AI（人工知能）を活用した次世代のビジュアルカスタマーアシスタンス・ソ

リューション「TechSee（テックシー）」を当社サービスラインナップに新たに追加したほか、同年７月には、FAQ

システム「CollasQ（コラスク）」に対して、辞書及び用語登録のインポート・エクスポート機能や外部公開向け

ページデザイン変更等の追加機能開発を行い、製品拡充及び販路拡大に努めてまいりました。

同年８月には、「@nyplace」について、AVAYA 社製の高い信頼性と充実した機能をそのままに在宅勤務下でも利

用可能とするサービスの提供を開始し、同年11月には、国内最大のコールセンターイベントに出展し、主力サービ

スのほか、「TechSee」や「「GROWCE（グロウス）」等のデモを行い新規案件の獲得に注力してまいりました。同

年12月には、前述の中期経営計画の戦略として、コールセンターに集まるデータを分析してマーケティングに活用

する、統合CRMマーケティングシステム「GROWCE」を新たなサービスとしてリリースしており、これによりマーケ

ティング事業領域への参入を進めてまいります。

 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、1,752,848千円（前年同四半期比13.8％増）と

なりました。製品・サービスごとの状況は、以下のとおりであります。

なお、当社の事業はクラウドサービス事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載はしておりません。
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■@nyplace

AVAYA社製交換機を使用したハードフォン型CTIコールセンターシステム「@nyplace」につきましては、前事

業年度における大型案件の契約終了等の影響はあるものの、オンプレミス型からクラウド型へのリプレイス案

件等の新規案件の獲得をはじめ、当社顧客であるテレマーケティング事業者等において、新型コロナウイルス

感染予防ワクチン接種コールセンターの大型の公共案件の獲得が増えているほか、通販需要の拡大に伴う物流

関連企業の業務拡大に伴い月額利用料が増加いたしました。これらの結果、期間平均利用席数は7,769席（同

572席増）、売上高は1,189,392千円（同3.7％増）となりました。

 

■COLLABOS PHONE

自社開発によるソフトフォン型CTIコールセンターシステム「COLLABOS PHONE」につきましては、当社顧客

であるテレマーケティング事業者等において、新型コロナウイルス感染予防ワクチン接種コールセンターの大

型の公共案件の獲得が増えているほか、コストメリットや在宅勤務での利用が可能な点等から、新規案件が堅

調に増加しております。これらの結果、期間平均利用チャネル数は3,288チャネル（同1,496チャネル増）、売

上高は359,451千円（同79.1％増）となりました。

 

■COLLABOS CRM及びCOLLABOS CRM Outbound Edition

コールセンター利用に特化した顧客情報管理システム「COLLABOS CRM」及び「COLLABOS CRM Outbound

Edition」につきましては、飲食関連の需要減に伴う業務縮小案件等があるものの、主に「COLLABOS PHONE」

と組み合わせた、新型コロナウイルス感染予防ワクチン接種コールセンターの公共案件の獲得や業務拡大が増

えており、これらの結果、インバウンド用（受信）の「COLLABOS CRM」につきましては、期間平均利用ID数は

2,473ID（同485ID増）、売上高は116,104千円（同22.0％増）となりました。一方、アウトバウンド（発信）

用の「COLLABOS CRM Outbound Edition」につきましては、期間平均利用ID数は819ID（同135ID減）、売上高

は31,634千円（同13.8％減）となりました。

 

売上原価につきましては、1,049,542千円（同15.6％増）となりました。主な増加要因は、当社既存顧客の業務

拡大に伴う通信利用料の増加、また、中期経営計画における開発推進及びサービス提供における運用体制強化に伴

う人件費及び外注費の増加によるものであります。製品・サービス別の内訳では、「@nyplace」関連が690,383千

円（同6.0％増）、「COLLABOS PHONE」で267,668千円（同61.7％増）、「COLLABOS CRM（Outbound Edition含

む）」が44,127千円（同0.8％減）となりました。

 

販売費及び一般管理費につきましては、633,685千円（同12.8％増）となりました。主な増加要因としては、中

期経営計画における開発推進及びサービス提供における運用体制強化に伴う人件費等の増加及び中期経営計画戦略

②「AI技術を活用した新コールセンターソリューションのリリース」に関する業務委託費の増加によるものであり

ます。

 

以上の結果、営業利益は69,620千円（同2.0％減）、経常利益は73,866千円（同6.8％減）、四半期純利益につき

ましては、48,714千円（同5.2％減）となりました。
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② 財政状態

（資産）

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて2,129千円減少し、2,289,963千円となりまし

た。主な要因は、新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の無形固定資産の増加があった一

方で、減価償却等に伴う有形固定資産の減少によるものであります。

 

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて50,843千円減少し、399,609千円となりまし

た。主な要因は、リース料決済に伴うリース債務の減少によるものであります。

 

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて48,714千円増加し、1,890,354千円となりま

した。主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。

 

（2）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 11,990,400

計 11,990,400

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月３日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,791,600 4,791,600
東京証券取引所

（マザーズ）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

計 4,791,600 4,791,600 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 4,791,600 － 324,854 － 304,854

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 150,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,640,200 46,402

権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であり、単元株

式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 1,400 － －

発行済株式総数  4,791,600 － －

総株主の議決権  － 46,402 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が95株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社コラボス
東京都墨田区押上一

丁目１番２号
150,000 － 150,000 3.13

計 － 150,000 － 150,000 3.13
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2021年10月１日から2021年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,539,510 1,537,647

売掛金 253,878 225,497

商品及び製品 24 985

前払費用 24,132 31,621

未収還付法人税等 5,891 -

その他 6,335 5,713

貸倒引当金 △101 △90

流動資産合計 1,829,670 1,801,375

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,493 33,493

減価償却累計額 △20,474 △25,245

建物（純額） 13,019 8,248

工具、器具及び備品 412,428 428,558

減価償却累計額 △382,711 △395,203

工具、器具及び備品（純額） 29,716 33,354

リース資産 569,463 529,291

減価償却累計額 △350,350 △372,551

リース資産（純額） 219,113 156,740

有形固定資産合計 261,849 198,343

無形固定資産   

ソフトウエア 88,763 159,499

ソフトウエア仮勘定 46,219 43,273

その他 414 2,430

無形固定資産合計 135,397 205,204

投資その他の資産   

関係会社株式 14,111 14,111

長期前払費用 311 1,691

差入保証金 16,083 34,568

破産更生債権等 1,199 1,196

繰延税金資産 33,698 33,698

貸倒引当金 △228 △225

投資その他の資産合計 65,175 85,040

固定資産合計 462,422 488,588

資産合計 2,292,093 2,289,963
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 106,031 110,494

短期借入金 10,000 10,000

リース債務 92,597 86,211

未払金 29,912 40,744

未払費用 1,454 831

未払法人税等 7,967 15,871

未払消費税等 29,279 13,437

前受金 3,398 11,239

賞与引当金 20,000 17,783

その他 3,670 8,051

流動負債合計 304,311 314,667

固定負債   

リース債務 146,141 84,942

固定負債合計 146,141 84,942

負債合計 450,453 399,609

純資産の部   

株主資本   

資本金 324,854 324,854

資本剰余金   

資本準備金 304,854 304,854

資本剰余金合計 304,854 304,854

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,285,419 1,334,133

利益剰余金合計 1,285,419 1,334,133

自己株式 △104,672 △104,672

株主資本合計 1,810,456 1,859,170

新株予約権 31,183 31,183

純資産合計 1,841,640 1,890,354

負債純資産合計 2,292,093 2,289,963
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 1,540,257 1,752,848

売上原価 907,578 1,049,542

売上総利益 632,679 703,306

販売費及び一般管理費 561,636 633,685

営業利益 71,043 69,620

営業外収益   

受取利息 10 7

受取手数料 519 -

違約金収入 7,045 2,311

助成金収入 3,643 3,583

雑収入 210 180

営業外収益合計 11,430 6,082

営業外費用   

支払利息 2,928 1,836

その他 258 -

営業外費用合計 3,187 1,836

経常利益 79,286 73,866

特別利益   

新株予約権戻入益 5,921 -

特別利益合計 5,921 -

特別損失   

関係会社株式評価損 1,395 -

関係会社債権放棄損 2,396 -

特別損失合計 3,792 -

税引前四半期純利益 81,415 73,866

法人税等 30,053 25,152

四半期純利益 51,361 48,714
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、一部の取引につ

いて、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供

における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した

純額で収益を認識することとしています。

　この結果、従来の会計処理と比較して、当第３四半期累計期間の売上高が5,519千円、売上原価が5,519千円そ

れぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しており

ません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　当第３四半期累計期間における、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定については、前事業年度の

有価証券報告書の記載時点より重要な変更はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

減価償却費 125,496千円 121,571千円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、クラウドサービス事業を提供する単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

収益認識のサービス別及び時期別に分解した金額は、以下のとおりであります。
 

当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

（単位：千円）

 クラウドサービス事業 合計

サービス別

　@nyplace

　COLLABOS PHONE

　COLLABOS CRM

　COLLABOS CRM Outbound Edition

　その他

1,189,392

359,451

116,104

31,634

56,265

1,189,392

359,451

116,104

31,634

56,265

合計 1,752,848 1,752,848

収益認識の時期

　一時点で移転される財又はサービス

　一定期間で移転される財又はサービス

143,773

1,609,075

143,773

1,609,075

合計 1,752,848 1,752,848

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

（１）１株当たり四半期純利益 10.74円 10.50円

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 51,361 48,714

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る四半期純利益（千円） 51,361 48,714

普通株式の期中平均株式数（株） 4,780,835 4,641,505

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 10.52円 10.29円

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） - -

普通株式増加数（株） 102,532 90,721

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

 

 

-

 

 

 

-

 

 

EDINET提出書類

株式会社コラボス(E31336)

四半期報告書

14/19



（重要な後発事象）

自己株式の取得
　当社は、2022年２月１日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、自己株式の取得を実施いたします。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得する株式の種類　　　　当社普通株式
（２）取得する株式の総数　　　　40,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.86％）
（３）株式の取得価額の総額　　　26,000千円（上限）
（４）取得期間　　　　　　　　　2022年２月２日～2022年３月24日（予定）

（５）取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付け
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月３日

株式会社コラボス

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東　　京　　事　　務　　所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鳥羽　正浩

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤原　由佳

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社コラ

ボスの２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２１期事業年度の第３四半期会計期間（２０２１年１０月

１日から２０２１年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年１２月３１日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コラボスの２０２１年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書

日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

　（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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